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１ 計画策定の趣旨 

   犯罪や非行に及んでしまう人たちは、貧困や疾病、障がいや生まれ育った環境など、

様々な生きづらさを抱えていることが少なくありません。こうした人たちに福祉をはじ

めとした包括的な支援が届けば、再犯に陥ることなく、社会復帰を目指すことができま

す。そのためには、再び犯罪に手を染めることを防ぎ、地域社会で孤立せず、必要な支

援を受けることができる環境を整えることが必要です。 

本市では、一人ひとりが尊重される地域共生社会の実現を目指し、犯罪や非行から立

ち直ろうとする人を地域の一員として迎え入れ、住み慣れた地域で社会復帰を目指すこ

とを見守り、後押ししていくため、「高島市再犯防止推進計画」を策定します。 

 

 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和４年度（2022 年度）から、令和 8 年度（2026 年度）までの 5 年

間とし、国や県の再犯防止推進計画など関連計画の改訂状況や、社会状況の変化を踏ま

えて、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

３ 現状と課題 

   近年の犯罪統計によると、犯罪や非行で検挙される人は年々減少傾向にある一方で、

再犯者は増加傾向にあり、令和 2 年（2020 年）には、検挙された人の約半数を再犯し

た人が占めています。 

国では、犯罪を減らすためには再犯を防ぐ取組が重要と認識されるようになり、平成

28 年（2016 年）12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律（以下「再犯防止推進法」

という。）」が施行されました。また、平成 29 年（2017 年）12 月には再犯防止推進計

画が閣議決定され、地方再犯防止推進計画の策定が市町村の努力義務となりました。 

これまでの再犯防止施策は、国が中心となって、民間からの協力を得ながら推進され

てきました。しかし、犯罪や非行をした人たちが地域社会から孤立しないためには、息の

長い支援を行う必要があり、そのためには、国・県・市・民間の協力者が一丸となり、垣

根を越えて協力して取り組んでいくことが求められます。 

 

 

 

４ 本計画における対象者 

   本計画における対象者は、再犯防止推進法第２条第１項に定める者で、犯罪をした者

または非行少年（非行のある少年をいう。）もしくは非行少年であった者とします。 
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５ 他計画との連動 

国の再犯防止推進計画、県の再犯防止推進計画、市の地域福祉計画ほか分野別個別計  

画などとの連動を図りながら施策を推進します。 

 

 

６ 基本方針 

 ①地域生活において抱える様々な生きづらさの解消を支援します。 

   →罪を償って立ち直ろうとする人を社会から排除したり、孤立したりすることがない 

ように、一人ひとりの状況や、抱える問題に応じた具体的な支援を行います。 

 

 ②国・県・民間や庁内の連携体制を強化し、包括的な再犯防止施策を推進します。 

   →再犯防止に関る民間の関係者が、それぞれ把握している課題の情報共有を行うなど、

連携による包括的な支援体制の強化を図ります。 

 

 ③再犯防止の推進について、犯罪被害者等の存在を十分に認識したうえで、市民の理解と

協力、意識の向上に努めます。 

   →再犯防止等の取組に対する理解を深めるとともに、民間協力者による活動の認知度

を高めるため、周知・啓発活動の充実を図ります。 

 

 

７ 推進施策 

【周知・啓発】 

項  目 内  容 担当部署 関係機関 

広報・啓発活動の

推進 

・民間団体とも連携し、再犯防止啓発

月間、社会を明るくする運動に合わ

せ、集中的に様々な啓発活動を行い

ます。 

社会福祉課 保護司会 

更生保護女性会 

街頭啓発 ・保護司会、更生保護女性会と連携

し、街頭啓発を実施します。 

・7 月の社会を明るくする運動強調月

間に合わせ、保護司会・更生保護女

性会と共同で周知啓発活動を行い

ます。 

社会福祉課 保護司会 

更生保護女性会 

広報誌による啓発 ・社会を明るくする運動強調月間に

合わせ、市の広報誌に啓発記事を掲

載します。 

社会福祉課 ≪広報誌の発行≫ 

保護司会 

更生保護女性会 

ホームページ等に

よる啓発 

・市のホームページ、Facebook、イ

ンスタグラムを活用した啓発活動

を推進します。 

社会福祉課  
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【体制の強化】 

項  目 取組内容 担当部署 関係機関 

保護司会・更生

保護女性会との

連携 

・保護司会、更生保護女性会の活動を

支援します。 

・様々な支援策や連携ネットワーク

について情報提供し、連携強化を

図ります。 

・地域における更生保護活動の拠点

である高島市更生保護サポートセ

ンターの運営を支援します。 

社会福祉課 保護司会 

更生保護女性会 

民生委員・児童

委員活動との連

携 

・見守りや訪問、相談・援助等、地域

に密着した民生委員・児童委員活

動との連携を進めます。 

社会福祉課  

生活困窮者自立

支援事業との連

携 

・生活、家計、就労の相談や経済的自

立支援に向けて、つながり応援セ

ンターよろずと、働き・暮らし応援

センターを中心に、包括的な支援

を進めます。 

社会福祉課 （社福）社会福祉協議会 

つながり応援センター

よろず 

働き・暮らし応援センタ

ー 

連携ネットワー

クの構築と連携

調整 

・よろず運営委員会や地域生活つむ

ぎあいプロジェクトを通じて情報

共有を行い、連携体制の充実を図

ります。 

・くらし連携支援室が連携調整を行

い、複合課題を抱える人への包括

的な支援につなげます。 

社会福祉課 

庁内関係各

課 

社会福祉協議会 

 

つながり応援センター

よろず 
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【分野別施策】 

分 野 取組内容 担当部署 関係機関 

障がい者支援 ・障がい者支援センターコンパス、庁

内各課等の関係機関が連携して、

包括的な相談支援を行います。 

・知的障がいや精神障がいのある人 

に対し、医療機関への受診を働き 

かけ、医学的な面から再犯防止対

策を図ります。 

・障がいのある人への虐待の未然防

止や早期発見に努め、早期から適

切な対応を行えるよう、関係機関

との協力関係を整備します。 

・高島市成年後見サポートセンター

と連携し、権利擁護が必要な人に

は、成年後見制度の利用支援を行い

ます。 

障がい福祉課 

 

 

障がい者支援セン

ター コンパス 

（社福）虹の会 

成年後見サポート

センター 

（社福）社会福祉

協議会 

高齢者支援 ・基幹型・委託型地域包括支援センタ 

ー、庁内各課等の関係機関が連携

して、包括的な相談支援を行いま

す。 

・高齢者がいつまでもいきいきと安

心した生活ができるよう、医療・介

護・住まい・生活支援のサービスを

一体的に提供する地域包括ケアシ

ステムを推進します。 

・高齢者の自立支援や重度化防止、医

療と介護の連携に取り組み、高齢

者が社会で役割や生きがいを持っ

て活躍ができるよう支援していき

ます。 

・認知症の方の意思が尊重され、で 

きる限りいつまでも住み慣れた地

域で自分らしく生活ができるよ

う、認知症の早期相談体制を整え、

医療機関受診や介護サービスの利

用を支援します。 

 

地域包括支援課 

長寿介護課 

あいりん地域包括

支援センター 

成年後見サポート

センター 

（社福）社会福祉

協議会 
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分 野 取組内容 担当部署 関係機関 

 ・市民が認知症を正しく理解し、見守

りや支援ができるまちづくりを 

目指して、認知症サポーターの養 

成等を推進します。 

・高齢者虐待の早期発見と早期対応

ができるよう、地域や関係機関と

の連携を強化します。 

・高島市成年後見サポートセンター

と連携し、権利擁護が必要な人に

は、成年後見制度の利用支援を行

います。 

  

子ども・若者 

支援 

・支援プログラム（自分探し支援・生

活改善支援・就労支援・就学支援・

家庭支援）を通して、様々な支援対

象者を包括的に受け止める総合的

な相談支援を行います。 

・薬物乱用防止啓発活動を行い、薬物

に関する正しい知識の普及と啓発

を図ります。 

・児童虐待や非行などの未然防止、早

期発見と早期対応ができるよう、

要保護児童対策連絡協議会の運営

等を通して、関係機関によるネッ

トワークでの支援を行います。 

・少年補導委員や警察署と協力して、

青少年の非行・犯罪や被害を未然

に防止するため、補導活動、街頭啓

発、未然防止教室を行います。 

子ども家庭相談課 

あすくる高島 

学校教育課 

高島警察署 

保護司会 

更生保護女性会 

薬物依存症者 

への支援 

・現状や問題への理解を深めるため、

依存症に関する広報・啓発を行い

ます。 

・医療機関や更生保護の民間団体と 

連携し、薬物事犯者の治療や生活 

に関する支援を行います。 

健康推進課 高島保健所 

保護司会 

更生保護女性会 
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分 野 取組内容 担当部署 関係機関 

就労支援 ・障がいのある人や生活困窮者への

就労支援に取り組み、自立した生

活に向けた支援を行います。 

・基礎能力の形成や就労体験を通し 

て、生活リズムや意欲低下の改善 

を行い、就労準備に向けた支援を

行います。 

障がい福祉課 

社会福祉課 

湖西地域働き・暮

らし応援センター 

（社福）ゆたか会 

 

就労準備支援ホッ

プ 

（社福）虹の会 

ハローワーク高島 

住居支援 ・離職等により、住居の喪失またはそ

のおそれのある人に、住居確保給

付金を支給するとともに、生活支

援・就労支援を行います。 

・市営住宅の募集状況等について、 

広報誌、市のホームページ等など

を活用して情報提供を行います。 

社会福祉課 

都市政策課 

湖西地域働き・暮

らし応援センター 

（社福）ゆたか会 

つながり応援セン

ターよろず 

（社福）社会福祉

協議会 

生活保障と自立

生活支援 

・生活保護制度により、困窮状態に応

じた生活保障を行うとともに、自

立した生活が送れるよう支援しま

す。 

社会福祉課  
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参考 

≪参考図書≫ 

 令和三年版 再犯防止推進白書 

 

≪関連計画≫ 

 再犯防止推進計画（国・滋賀県） 

 高島市地域福祉計画（第 4 次） 

 高島市高齢者福祉計画・第 8 期介護保険事業計画 

 高島市障がい者計画・障がい福祉計画（第 6 期）・障がい児福祉計画（第 2 期） 

 高島市子ども・子育て支援あくしょん・ぷらん２０２０ 

 

≪関連法令≫ 

 再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28（2016）年 12 月施行） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎更生ペンギンのホゴちゃんとサラちゃん（法務省） 

立ち直ろうとしている人をいつも温かく見守り、犯罪や非行のない幸せな 

社会を願う心優しいペンギンです。 

更生保護のマスコットキャラクターとして、法務省保護局のパンフレット 

などに登場したり、各地の“社会を明るくする運動”の行事にも参加する 

など、様々な場面で活躍しています。 


